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令和６年１月 23 日 

ＰＴＡ会員の皆様 

小平市立小平第四中学校 

ＰＴＡ本部 

 

令和５年度 第４回運営委員会報告              

 

日 時  １月２３日（火）１６：００～１７：３５                      

場 所  四中 カルガモ教室 

出 席  学校長 副学校長 ボランティア委員１名 報道委員２名 選考委員２名 

本部役員６名 卓球・バレーボール同好会代表各１名  計１５名 

（ご挨拶のみ 生活指導主任、教務主任、進路担当） 

 

 

                                            

 

 

 

Ⅰ 挨 拶                              
１）会長挨拶 

 お忙しいところいつもありがとうございます。後ほど PTA 会則の改正と私からのご相談についてご

意見を聞かせていただいて、学校の先生と生徒のために無理なく皆様と楽しく続けていける PTA活動

を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２）校長挨拶 

能登半島地震から３週間が経ち、石川県ではようやく学校が再開されました。親元を離れ遠くの施

設に避難して授業を受けている中学生もいます。始業式で子どもたちが黙とうする姿や、給食で食べ

ていたパンの袋に「非常食」の文字があるのを見て、切ない気持ちになりました。でも、子どもたち

の笑顔も見ることができました。子どもたちの笑顔は被災地を元気にする大切なものだと思います。

一日も早く通常の学校生活ができるようになることを祈ります。 

私たち教職員も少しでも被災地の力になりたいと考え、始業式の日に義援金を募り、日本赤十字社

を通じて被災地へ送りました。また、先日の生徒会朝礼では、「能登半島地震の被災者を支援するた

めに、四中生の力で何かできることはないかご意見をください」と生徒会役員が呼びかけました。立

派な行動です。 

最近、子どもたちのちょっとした変化を感じています。それは、子どもたちが主体的に行動し、自

分たちの考えや思いを行動で表そうとしていることです。生徒会役員は、「能登半島地震支援」の呼

びかけだけでなく、高校受験に向かう３年生を応援するメッセージを絵馬に書いて掲示する「受験生

応援プロジェクト」や、笑顔の輪を広げる目的でクリスマスメッセージカードを交換する「メイク・

ア・レター ＆ ハッピー」などの企画をどんどん打ち出しています。また、体育委員会は、昼休みに

縦割りクラスで遊ぶ「学年交流レクリエーション」や、先生に声をかけて一緒にバレーボールやサッ

カーをして遊ぶ「先生と一緒に遊ぼう」などの企画を計画しました。他の委員会も意欲的です。保護

者会でも、校外学習のプレゼンを実行委員の子どもたちが行いました。子どもたちの豊かな創造力と

率先した行動力を目にするたびに、嬉しくなります。 

昨年の１０月ですが、「ＣＳ導入に係る保護者及び地域住民の意向調査アンケート」に回答してい

ただきました。「小平四中はどんな学校であってほしいと思いますか」という質問に、保護者や地域

の回答でもっとも多かったのはダントツで「友達と仲良く過ごし、豊かな人間関係を育む学校」でし

た。でも、子どもたちが選んだのは「子どもたちの意見を尊重する学校」でした。四中生としての自

覚と誇り、愛校心のようなものが感じられます。 

昨年の４月に「子ども基本法」が施行されました。これからの社会は子どもたちの参画が求められ

ています。小平四中も子どもたちを魅力ある学校づくりに積極的に参画させていきたいと考えていま

す。 

そして、そんな小平四中を支えてくださる大人の方々がたくさんいることにも感謝しています。こ

れまでも、図書館ボランティアや園芸ボランティア、放課後学習教室などでご協力いただいていまし
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たが、最近では、授業中の子どもたちの学習支援をお願いしています。特に、技術科や家庭科、美術

などの実技教科の授業では、実技指導までしていただいています。そのおかげで怪我や火傷する生徒

が激減し、作業に集中して取り組む生徒が増えました。 

地域教育コーディネーターの今村さんと永坂さんをはじめ、保護者や地域の方々に活躍していただ

いています。この支援がなければ今の小平四中はないといっても過言ではありません。これからも地

域と共に生きる小平四中でありたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

３）副校長挨拶 

 

４）先生方からの挨拶 

・生活指導主任 高瀬浩二先生 

・教務主任 田中秀幸先生 

・進路担当 藤川洋先生 

 

Ⅱ 諸報告（連絡事項・活動報告・活動予定） 
１）PTA 本部 

  ≪活動報告≫ 

１０/２４ 第三回運営委員会 

１０/２７ 合唱コンクールお手伝い 

１２/１～１２ リサイクル標準服回収 BOX 設置・回収 

 

２）各委員会／同好会 

◆報道委員◆ 

≪活動報告≫ 

１/１６  いずみ Vol.121 校正依頼(P2～P5) 

≪活動予定≫ 

３月中     いずみ Vol.121 発行 

 

◆選考委員◆ 

≪活動報告≫ 

１０/３０ 「PTA メンバー募集アンケート」（10/23 配信）アンケート未実施の方へ催促のス

クールメール配信 

１１/１～ アンケート集計・立候補者への意思確認(メール,LINE,電話にて) 

１１/１４ 追加募集スクールメール配信 

１２/５  本部役員候補者・各委員長副・各委員メンバー決定者確認 

１/１７  長副ミーティング（今後の予定確認） 

１/２３  新旧本部役員顔合わせ 

≪活動予定≫ 

２月 ・新入生保護者説明会にて「PTA専門部委員募集のお知らせ」配布 

・R６年度専門部委員会メンバー名簿の現委員長への引継ぎ 

・会則改定後、本部役員候補者名のスクールメール配信 

４月 ・全学年対象「PTA専門部委員募集アンケート(グーグルフォーム)」 

スクールメール配信 

・新１年生対象「PTA専門部委員募集アンケートについて」配布 

・アンケート集計、意思確認、メンバー決定後に新委員長へ引継ぎ 

≪連絡事項≫ 

・R６年度専門部委員会メンバー名簿の現委員長への引継ぎについて 

現 1,2 年生の連絡先について各委員会の長へ引継ぎを行います。また、今後は LINE WORKS と

LINE グループを活用していただくこととします。 

 

◆ボランティア委員◆ 

≪活動報告≫ 

１０/２７ 合唱コンクール受付・警備・誘導 

１１/１１ 十小青少対まつりお手伝い 
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１２/２  四小青少対まつりお手伝い 

１２/９  十五小青少対まつりお手伝い 

１/１３  四小青少対イベントお手伝い 

１/１８  正副委員長話し合い（卒業記念品について） 

≪学校行事≫ 

３/２ 展示発表会 

３/４ 学校公開 

３/５ 学校公開 

≪活動予定≫ 

・展示発表会の受付担当決め 

・学校公開の受付担当決め 

・卒業記念品決め・手配 

 

◆卓球同好会◆ 

≪活動報告≫ 

毎週木、土 １９時～２０時半 四中ホールで練習 

 

◆バレーボール同好会◆ 

≪活動報告≫ 

毎週木 １９時～ 四中体育館で練習 

 

Ⅲ 議題 
≪議決定数について≫ 

  小平市立小平第四中学校 PTA会則  

第五章 運営委員会 第１６条 開催と議決定数 

第六章 常任委員会 第１８条 構成 

・常任委員１４名、運営委員２０名、７名以上の出席をもって成立 

・議決は出席者の過半数をもって決定 

 

１）ボランティア委員会より 

・展示発表会の受付について 

受付時間等について確認を行った。 

 

・卒業記念品について 

①花束、②ソープフラワーと記念品、③花１輪と記念品の３つの提案があり、予算 750 円/人

で①花束を検討してみましたが、生花の価格が高騰しているため、花２本とラッピング代で 750

円、③花１輪としても 500 円と記念品 250円、②ソープフラワーの花束 300円と記念品 450円と

の報告があった。また、生花の受け取り及び保管について相談があり、３年生学年主任の先生の

ご意見を伺って、決定することとした。 

→運営委員会後に先生方と相談した結果、価格高騰のこともあり、予算 1000円/人増額を提案し、

ソープフラワーと印鑑に決まりました。（運営委員会出席者で個別に承認） 

 

２）本部より       

・PTA 会則改正案の提案について 

現行の PTA会則の改正案を提案します。予算の検討、次期役員、委員会の選出を行う中で、本

部内で検討した結果、次の項目の改正案をまとめましたので提案します。改正内容の詳細、条文

について以下のとおり説明。 

(1)会費(第 8 条) 

会費を柔軟に変更できるようにするため会費金額の明記を廃止、また納入に関しての規定を

明示します。 

(2)所属(第 9 条) 

組織図の同好会より同好会名称削除します。 

(3)専門部委員会(第 11 条) 

各委員会の選出単位を学級単位から学年単位に変更します。また、選考委員会の任務を追加

します。 
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(4)役員の任期(第 26条) 

役員の再任制限を廃止します。 

(5)会計監査(第 28 条、細則第 1 条、第十章（会計監査委員）に関する規定) 

会計監査に関する規定を整理します。 

(6)同好会(細則第 4条新設) 

これまで規定されていなかった同好会の設立条件、予算措置、活動について規定します。 

→意見交換の結果、(1)～(5)については挙手にて承認。(6)については同好会、各委員からの

意見を踏まえて、一度持ち帰り再検討することとした。 

 

Ⅳ 連絡事項 
 

１）本部会計より 

次回運営委員会で活動費の残金を回収します。お渡ししております会計報告書に領収書を添付し

残金と一緒にお持ちください。 

 

２）副会長より 

新入生保護者説明会での標準服リサイクルの譲渡会について、サイズの偏りと在庫数が少ないた

め今回は見送ることとした。 

 

３）会長より 

予算減額と活動スリム化について、会員の皆さんからいただいた PTA 会費を、純粋に学校と子ど

もたちのためだけに使うよう見直したい。具体的には、会費の主な用途は PTA 保険、健全育成費、

卒業記念品、防災備蓄品等です。用途が明確になり、会費が減額すれば、速やかな納付にご理解

いただけるのではないかと思います。この提案について会員の皆さんに Google フォームでアン

ケートをとり、予算と活動の見直しの参考とさせていただくこととします。 

→アンケート内容については各委員からの意見を踏まえて、作成することとした。 


